
令和６年度改定内容
（特定施設入居者生活介護）
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本加算の要件である「定期的な会議」については、留意事項通知４（１３）または５（２７）等の

国要件を満たす必要がある。「定期的な会議」で求められている共有事項※１を往診時に確認することが

できる場合、下記の（１）～（３）の要件を満たしていれば、「定期的な会議」で確認したことと取り

扱って差し支えない。ただし、入居者全員※２を往診しない、往診時に急変時等における対応の確認をし

ない等、共有事項※１が部分的にでも満たされていない場合には、往診前後に別途、高齢者施設等及び医

療機関とともに共有事項※１の確認を行う必要がある。

（１）「入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療機関の担当者に説明でき、急変時等における

当該協力医療機関との対応を確認できる」高齢者施設等の担当者が往診に同席すること。

（２）高齢者施設等、協力医療機関ともに、「高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を

構築する観点から、入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者

の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う」という目的意識をもつこと。

（３）実施日時、出席者名（医師等及び施設側の出席者名）、内容等の概要を記録すること。

（※１）共有事項は、「入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者の病歴等の情報共有や急変時等に
おける対応の確認等（本会議で求められている要件）」を示す。

（※２）留意事項通知４（１３）②及び５（２７）②「会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い
入居者や新規入居者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入居者全員について詳細
な病状等を共有しないこととしても差し支えない。」とあり、本要件により除かれた入居者を除く。ただし、各施設で適切に判
断すること。

「定期的な会議を往診と一体的に行う場合」の運用について★
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